
財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）
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1回目 A 平成26年度概
算要求予定

平成26年度概算要求等に向けて引き続き検討を行う。 ｂ
概算要求に向けて引き続き検討を行うとの見解が示されているが、「さがみロボット産業特区」の意
義・効果及び総合特区が「国と地域の協働プロジェクト」であることに鑑み、当該補助制度の予算枠
の増減に拘らず、優先枠の創設、本特区で開発する医療ロボットの本補助制度のテーマへの位置
付け、審査における加点等についてご検討いただきたい。

経済産業省から、平成26年度概算要求等に向けて検討す
る旨の見解が示され、今後、指定自治体の要望の実現に
向け対応することから協議終了。経済産業省は、概算要求
等に向け、指定自治体と適宜情報交換等を行い対応する
こと。

Ⅱ

2回目

1回目 Ｂ -

戦略的基盤技術高度化支援事業の採択にあたっては、中小ものづくり
高度化法に基づき我が国製造業全体に波及効果を及ぼしうるものを全
国的な視点で選定する必要があるため、毎年度、厳正な全国審査の
上、採択案件を決定している。そのため、要望されているような特区枠を
創設することは難しい。
他方で、現行でも特区で行うからこそ開発や事業化が進むなど特区のメ
リットが考えられる提案があれば、提案書の中で説明していただくこと
で、総合特区が審査の過程で評価されていると認識している。

ｂ 当該補助制度の趣旨は理解するところであるが、「さがみロボット産業特区」の意義・効果及び総合
特区が「国と地域の協働プロジェクト」であることに鑑み、引き続き前向きにご検討いただきたい。

経済産業省から、既存の戦略的基盤技術高度化支援事業
により対応可能との見解が示され、指定自治体の要望は
実現可能となる見込みのため協議終了。

Ⅰ

2回目

1回目 Ｂ 平成26年度

　消防防災科学技術研究推進制度は、消防・防災関連の研究開発課題
を広く募り、研究機関等から応募のあった研究開発課題について、当該
研究開発の成果が制度化あるいは実用化されるなど国民の安心・安全
に寄与する有用な研究であるかという点を中心に、外部有識者等からな
る第３者機関（消防防災科学技術研究推進評価会）の公正、客観的な
審査を経て採択し委託研究するものである。その際、交付する研究資金
についても、当然にその妥当性を審査するとともに研究の裾野拡大も考
慮しつつ、適正に経費配分を行っているところである。
　以上の趣旨から、特区内の機関が参加して地域協議会が認める研究
開発事業に対する優先枠を創設することは現行制度では難しいが、特
区内の機関から応募研究開発課題に関して事前に実用化・制度化の可
能性等について相談があった場合には、相談に応じる用意はある。ま
た、平成26年度以降、「消防防災ロボット」を本制度のテーマ設定型課
題のテーマとして検討することは可能である。

ｂ 当該補助制度の趣旨は理解するところであるが、「さがみロボット産業特区」の意義・効果及び総合
特区が「国と地域の協働プロジェクト」であることに鑑み、引き続き前向きにご検討いただきたい。

総務省から、既存の消防防災科学技術研究推進制度の活
用により対応可能との見解が示され、指定自治体の要望
は実現可能となる見込みのため協議終了。

Ⅰ

2回目

1回目

経済産業省製
造産業局産業
機械課

厚生労働省社
会・援護局障
害保健福祉部
企画課自立支
援振興室

経
産
省
A

厚
労
省
Ｃ

（経産省）
平成26年度概
算要求予定

（厚労省）
対応不可

（経済産業省）
経済産業省では高齢者の自立支援と介護従事者の負担軽減を目的と
して、平成25年から「ロボット介護機器開発・導入促進事業」を実施して
おり、平成26年度概算要求等に向けて引き続き検討を行う。

（厚生労働省）
　障害者自立支援機器等開発促進事業は、障害者の自立や社会参加
の促進を支援するために必要不可欠ではあるものの、マーケットが小さ
く事業化が困難である、あるいは障害当事者のモニター評価が行えない
など理由から、実用的製品化が進みにくい機器の開発を、企業及び障
害者が連携して、障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証
実験等を通じて、障害者に使いやすい機器で適切な価格のものを開発
する取り組みに対して助成を行う事業です。
　助成対象の選定に当たっては、「機器を使う障害当事者にとって有用
であること」「数年以内の実用的製品化の見込みがあること」「モニター
評価ができるような試作機があること」といった観点から、外部有識者で
構成される評価検討会において採択の審査が行われており、応募自体
を妨げるものではないものの、特定地域や特定分野からの応募を優先
採択することは制度の趣旨にそぐわないため、優先枠の創設は難しいと
考えます。

経
産
省
ｂ

厚
労
省
ｃ

（経済産業省）
概算要求に向けて引き続き検討を行うとの見解が示されているが、「さがみロボット産業特区」の意
義・効果及び総合特区が「国と地域の協働プロジェクト」であることに鑑み、当該補助制度の予算枠
の増減に拘らず、優先枠の創設、本特区で開発する高齢者向け生活支援ロボットの本補助制度の
テーマへの位置付け、審査における加点等についてご検討いただきたい。

（厚生労働省）
「特定地域や特定分野からの応募を優先採択することは制度の趣旨にそぐわないため、優先枠の
創設は難しい」との見解が示されているが、本特区は、障害者に使いやすい機器も含めた様々な生
活支援ロボットについて、実証実験等を行うことで実用化を促進するものであり、本補助制度の方
向性とも合致するものである。本特区の意義・効果及び総合特区が「国と地域の協働プロジェクト」
であることに鑑み、優先枠の創設、本特区で開発する障害者向け生活支援ロボットの本補助制度
のテーマへの位置付け、審査における加点等について前向きにご検討いただきたい。

○
（厚労省）

　経済産業省から、平成26年度概算要求等に向けて検討
する旨の見解が示され、今後、指定自治体の要望の実現
に向け対応することから協議終了。経済産業省は、概算要
求等に向け、指定自治体と適宜情報交換等を行い対応す
ること。
　また、厚生労働省から、特定地域や特定分野からの応募
の優先採択は対応が困難であると回答されているところで
あるが、指定自治体は補助制度のテーマへの位置付け、
審査における加点等について提案している。厚生労働省
は、指定自治体より提示された回答に対して、対応の可否
や条件・代替案について、引き続き協議を行うこと。

経
産
省
Ⅱ

厚
労
省
Ⅳ

2回目

厚生労働省社
会・援護局障
害保健福祉部
企画課自立支
援振興室

Ｃ
（Ｂ）

－

　特区内での研究開発事業についての優先枠の創設や審査における加
点等については、先日の事務レベル協議において、同事業が研究開発
を目的としたものでないこと等の理由を説明し、対応が困難であることに
ついてご理解頂いたと認識している。なお、障害者自立支援機器等開
発促進事業で採択されたテーマについて、例えば、その実用的製品化
に当たり実証実験の場として特区のフィールドを活用するなど、ロボット
技術を活用した障害者の自立に資する機器等の開発促進のために現
行の制度を活用して連携を図っていくことは可能と考えている。

ｄ

ロボット技術を活用した障害者の自立に資する機器等の開発促進のために、連携を図っていくこと
が可能である旨が確認できたため、省庁見解のとおり現行制度の中で連携していくこととし、優先
枠創設についての担当省庁との協議については見送ることとしたい。
なお、早い段階から相談に乗っていただけるとのことであったため、今後の相談にあたって特段の
御配慮をお願いしたい。

厚生労働省から、優先枠の創設や審査における加点等に
ついては、事業目的が研究開発ではないこと等から対応が
困難であるが、現行の制度を活用して、特区のフィールドの
活用などの連携を図っていくことが可能であるとの見解が
示され、指定自治体が了解していることから協議を終了す
る。

Ⅴ

厚生労働省
経済産業省

障害者自立
支援機器等
開発促進事
業

拡充588 地域 33
さがみロ
ボット産業
特区

生活支援ロボットの
実証実験等の実施
（高齢者への生活
支援ロボット）

障害者自立支
援機器等開発
促進事業

本特区では、民間企業等が行う研究開発や実
証実験を支援することにより生活支援ロボットの
実用化を促進する。具体的には、財政支援によ
り研究開発や実証実験を実施する際のコストを
低減するとともに、規制緩和によりロボットの研
究開発や実証実験を行いやすい環境を整え、
生活支援ロボットの実用化を促進していく。
その中で今回の財政支援措置要望は、区域内
で進行中のプロジェクトのうち、事業の熟度が高
い１つの取組み(※)を念頭に置き、既存制度の
拡充を求めるものである。
※　レーダーライト：LED照明機器に内蔵された
レーダーが使用者との距離変化や動きを測定
し、転倒やしゃがみこみ等容態の急変を捉えて
警報を出すロボット

(株)　CQ-S
ネット

中小企業庁
戦略的基盤
技術高度化
支援事業

拡充586 地域 33
戦略的基盤技
術高度化支援
事業

587 地域 33
さがみロ
ボット産業
特区

生活支援ロボットの
実証実験等の実施
（防災ロボット）

本特区では、民間企業等が行う研究開発や実
証実験を支援することにより防災ロボットの実用
化を促進する。具体的には、財政支援により研
究開発や実証実験を実施する際のコストを低減
するとともに、規制緩和によりロボットの研究開
発や実証実験を行いやすい環境を整え、防災
ロボットの実用化を促進していく。
その中で今回の財政支援措置要望は、区域内
で進行中のプロジェクトのうち、事業の熟度が高
い１つの取組み(※)を念頭に置き、既存制度の
拡充を求めるものである。
※ 被災者探索ロボット：生存者を検知するＵＷ
Ｂマイクロ波帯のレーダーを搭載し、瓦礫などに
埋没した生存者を探索するロボット

（株）タウ技
研及び神奈
川県産業技
術センター

消防庁
消防防災科
学技術研究
推進制度

拡充

特区内の機関が参加して地域協議
会が認める防災ロボット関連の研究
開発事業に対する優先枠を創設す
る。

総務省消防庁
総務課
消防技術政策
室

消防防災科学
技術研究推進
制度

本特区では、民間企業等が行う研究開発や実
証実験を支援することによりロボットの実用化を
促進する。具体的には、財政支援により研究開
発や実証実験を実施する際のコストを低減する
とともに、規制緩和によりロボットの研究開発や
実証実験を行いやすい環境を整え、ロボットの
実用化を促進していく。
その中で今回の財政支援措置要望は、区域内
で進行中のプロジェクトのうち、事業の熟度が高
い2つの取組み(※)を念頭に置き、既存制度の
拡充を求めるものである。
※ 被災者探索ロボット：生存者を検知するＵＷ
Ｂマイクロ波帯のレーダーを搭載し、瓦礫などに
埋没した生存者を探索するロボット
　 パワーアシストスーツ等：人が身体に装着す
ることにより作業を支援し、特に介護者が活用
することにより肉体的な負担を軽減することが
期待されるロボット

㈱タウ技研
及び神奈川
県産業技術
センター、Ｌ
ＬＰアトムプ
ロジェクト

585 地域 33
さがみロ
ボット産業
特区

生活支援ロボットの
実証実験等の実施
（介護・医療ロボッ
ト）

特区内の機関が参加して地域協議
会が認める生活支援ロボット（障害
者自立支援機器等）関連の研究開
発事業に対する優先枠を創設する。

国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］

内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行う

もの、または提案の取り下げを行うもの］

さがみロ
ボット産業
特区

生活支援ロボットの
実証実験等の実施
（ロボット開発全般）

本特区では、民間企業等が行う研究開発や実
証実験を支援することにより介護・医療ロボット
の実用化を促進する。具体的には、財政支援に
より研究開発や実証実験を実施する際のコスト
を低減するとともに、規制緩和によりロボットの
研究開発や実証実験を行いやすい環境を整
え、介護・医療ロボットの実用化を促進する。
その中で今回の財政支援措置要望は、区域内
で進行中のプロジェクトのうち、事業の熟度が高
い３つの取組み(※)を念頭に置き、既存制度の
拡充を求めるものである。

※ パワーアシストハンド：空気圧を利用して安
全かつ負担を少なく手の機能回復をサポートす
るロボット
　 光によるＣＴ(断層)画像の自動作成・検診ロ
ボット：放射線の代わりに人体に無害な光を照
射して、体に負担を与えずに消化器粘膜の下ま
での断層画像をリアルタイムで作成し検診する
ロボット
　 患者見守りロボット：マイクロ波を活用して眠
りの深さや呼吸の様子を検出し、記録や通報を
行うロボット

ＬＬＰアトム
プロジェク
ト、北里大
学、㈱タウ
技研

経済産業省
課題解決型
医療機器等
開発事業

拡充

特区内の機関が参加して地域協議
会が認める介護・医療ロボット関連
の研究開発事業に対する優先枠を
創設する。

経済産業省商
務情報政策局
医療・福祉機
器産業室

課題解決型医
療機器等開発
事業

特区内の機関が参加して地域協議
会が認めるロボット関連の要素技術
に係る研究開発事業に対する優先
枠を創設する。

経済産業省中
小企業庁創
業・技術課

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/kyougi/h25/kyougigaiyou588.pdf
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国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］

内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行う

もの、または提案の取り下げを行うもの］

1回目 A 平成26年度概
算要求予定

平成26年度概算要求等に向けて引き続き検討を行う。 ｂ
概算要求に向けて引き続き検討を行うとの見解が示されているが、「さがみロボット産業特区」の意
義・効果及び総合特区が「国と地域の協働プロジェクト」であることに鑑み、現状補助制度の予算枠
の増減に拘らず、優先枠の創設、本特区で開発する高齢者向け生活支援ロボットの本補助制度の
テーマへの位置付け、審査における加点等についてご検討いただきたい。

経済産業省から、平成26年度概算要求等に向けて検討す
る旨の見解が示され、今後、指定自治体の要望の実現に
向け対応することから協議終了。経済産業省は、概算要求
等に向け、指定自治体と適宜情報交換等を行い対応する
こと。

Ⅱ

2回目

1回目 Ｚ 未定

・既成市街地内の事業ではないため、都市再生土地区画整理事業の対
象にならないが、都市計画道路等に対し社会資本整備総合交付金（道
路事業）の充当が可能であり、これにより、都市再生区画整理事業の拡
充の場合と同等の支援が可能。

ｄ

　本県内で整備が進んでいる圏央道（さがみ縦貫道路）や新東名高速道路等の自動車専用道路の
インターチェンジ周辺では、そのまま、放置すれば、道路の供用後には、商業施設や住宅も含めた
様々の用途が混在する無秩序な開発が進む懸念がある。
  このような事態を未然に防止し、自動車専用道路のインターチェンジのポテンシャルを十分に活用
して、その周辺地域にふさわしい土地利用を計画的に誘導していくため、インターチェンジ周辺地域
で予定している工業系土地区画整理事業を促進することが急務となっている。
　特に、企業立地の適地となる産業用地を創出するためには、土地区画整理の計画に当たって、大
型車交通に配慮した区画道路を配置するなど交通基盤を充実させる必要がある。
　そこで、特区内の自動車専用道路のインターチェンジ周辺で実施される工業系土地区画整理事
業の区域内にある区画道路が、社会資本整備総合交付金（道路事業）の対象となるか確認した
い。
　なお、対象となる場合は、本特区内で行われる上記事業に対して、重点的な支援をお願いした
い。

国土交通省からは、社会資本整備総合交付金（道路事業）
の充当が可能であるとの回答があり、指定自治体は特区
内の工業系土地区画整理事業の区域内にある区画道路
が、社会資本整備総合交付金（道路事業）の対象となるか
確認を希望しているため、双方とも要望を踏まえて、さらな
る調整の協議を継続して行うこと。

Ⅲ

2回目 Ｂ 未定
・当該区画道路が社会資本整備総合交付金（道路事業）の対象となる
かについては、施行地区における位置付け等により、個別に判断するこ
ととなるため、別途ご相談頂きたい。

ａ
　国交省の回答については了解した。
　特区内の土地区画整理事業を推進させるためには、国の財政的支援が欠かせないものと考えて
いるので、補助事業の採択に当たっては、特段のご配慮をお願いしたい。

国土交通省から、社会資本整備総合交付金（道路事業）の
活用により対応可能であり、個別の施行地区について相談
に応じるとの見解が示され、指定自治体が了解したため協
議を終了する。

Ⅰ

1回目 Ｃ -

　ものづくり高度化法が支援する対象であるものづくり基盤技術は、「汎
用性を有し、製造業の発展を支える技術」であり、その高度化を図ること
により、その結果、広く製造業全般に裨益するものである。そのため、こ
うした要件に合致しない技術についての出願を行う中小企業を減免の
対象に加えることは適切でない。
　また、産業技術力強化法では、研究開発活動の活性化が産業競争力
の強化に繋がることを念頭に、相当程度の研究開発投資を行った中小
企業に対し、経済的負担の軽減により持続的な研究開発を支援する観
点から減免対象としている。このため、研究開発投資負担の程度とは無
関係に、単に特定の技術分野に関する出願を行う中小企業を減免対象
とすることは適切でない。

ｃ

本県が想定している、ロボットの生産に関連する産業の範囲は、日本標準産業分類の産業小分類
のうち「一般産業用機械・装置製造業」「電子部品製造業」「金属被覆・彫刻業、熱処理業」など、少
なくとも19業種にわたっている。
そのため、生活支援ロボットの開発において発生する特許等については、「汎用性を有し、製造業
の発展を支える技術」であると考えており、「さがみロボット産業特区」の意義・効果及び総合特区が
「国と地域の協働プロジェクト」であることに鑑み、引き続き前向きにご検討いただきたい。

経済産業省から、「要件に合致しない技術についての出願
を行う中小企業を対象に加えることは適切でない」「研究開
発投資負担の程度とは無関係に、単に特定の技術分野に
関する出願を行う中小企業を減免対象とすることは適切で
ない」との見解が示されているが、指定自治体からは具体
的な事業内容や要件への合致を示す反論のデータ、資料
が示されず、協議を継続しても同様の議論の繰り返しとな
り、今回の協議の中で結論を得ることは困難であるため、
いったん協議を終了する。

Ⅳ

2回目

現行制度では、補助対象事業の要
件として「直前の国勢調査に基づくＤＩ
Ｄに係る地区」であることが求められ
ているが、本特区内では、この要件
がネックとなり補助を受けられない工
業系土地区画整理事業が存在して
いる。そのためこの要件を撤廃する
ことで特区内の工業系土地区画整理
事業を促進し、産業適地の創出を行
うものである。

国土交通省
都市局
市街地整備課

(1回目)
都市再生区画
整理事業（社
会資本整備総
合交付金交付
要綱）

(2回目)
社会資本整備
総合交付金

591 地域 33
さがみロ
ボット産業
特区

生活支援ロボットの
実証実験等の実施

本特区では、民間企業等が行う研究開発や実
証実験を支援することにより生活支援ロボットの
実用化を促進する。具体的には、財政支援によ
り研究開発や実証実験を実施する際のコストを
低減するとともに、規制緩和によりロボットの研
究開発や実証実験を行いやすい環境を整え、
生活支援ロボットの実用化を促進していく。
その中で今回の財政支援措置要望は、区域内
で進行中のプロジェクトのうち、事業の熟度が高
い４つの取組み(※)を念頭に置き、既存制度の
拡充を求めるものである。
※ パワーアシストハンド：空気圧を利用して安
全かつ負担を少なく手の機能回復をサポートす
るロボット
　 光によるＣＴ(断層)画像の自動作成・検診ロ
ボット：放射線の代わりに人体に無害な光を照
射して、体に負担を与えずに消化器粘膜の下ま
での断層画像をリアルタイムで作成し検診する
ロボット
　 患者見守りロボット：マイクロ波を活用して眠
りの深さや呼吸の様子を検出し、記録や通報を
行うロボット
　 パワーアシストスーツ等：人が身体に装着す
ることにより作業を支援し、特に介護者が活用
することにより肉体的な負担を軽減することが
期待されるロボット

北里大学、
ＬＬＰアトム
プロジェクト
（２件）、
（株）ＣＱ－
Ｓネット

経済産業省

産業技術力
強化法
中小企業の
ものづくり
基盤技術の
高度化に関
する法律
中小企業の
ものづくり
基盤技術の
高度化に関
する法律施
行令

拡充

研究開発型中小企業を対象とした特
許料等の減免制度の拡充（減免の
対象に、総合特区内で生活支援ロ
ボット関連の特許を出願する中小企
業（共同出願者を含む）を加え、か
つ、当該企業に対する減免措置を拡
充（審査手数料の全額免除、１～３
年分の特許料の全額免除)する。

経済産業省中
小企業庁創
業・技術課

産業技術力強
化法
中小企業のも
のづくり基盤技
術の高度化に
関する法律
中小企業のも
のづくり基盤技
術の高度化に
関する法律施
行令

国土交通省

都市再生区
画整理事業
（社会資本
整備総合交
付金交付要
綱）

拡充590 地域 33
さがみロ
ボット産業
特区

実証環境整備のた
めの関連企業の誘
致

本特区では、工業系の土地区画整理事業を支
援することにより企業立地を促進し、研究開発・
実証実験の担い手を増やすことで実証環境の
充実を図り、生活支援ロボットの実用化を促進
していく。具体的には、財政支援による土地区
画整理事業の促進により産業適地を創出すると
ともに、規制の特例措置により企業立地の時間
的コストを低減することにより、両面から生活支
援ロボットに関する研究開発・実証実験の担い
手の集積を進めていく。その中で今回の財政支
援措置要望は、区域内で進行中の土地区画整
理事業のうち、事業の熟度が高い２地域（※）を
念頭に置き、既存制度の拡充を求めるものであ
る。
※　厚木市森の里東地区、綾瀬市深谷落合地
区

各土地区画
整理組合等

589 地域 33
さがみロ
ボット産業
特区

生活支援ロボットの
実証実験等の実施
（高齢者への生活
支援ロボット）

本特区では、民間企業等が行う研究開発や実
証実験を支援することにより生活支援ロボットの
実用化を促進する。具体的には、財政支援によ
り研究開発や実証実験を実施する際のコストを
低減するとともに、規制緩和によりロボットの研
究開発や実証実験を行いやすい環境を整え、
生活支援ロボットの実用化を促進していく。
その中で今回の財政支援措置要望は、区域内
で進行中のプロジェクトのうち、事業の熟度が高
い２つの取組み(※)を念頭に置き、既存制度の
拡充を求めるものである。
※　 高齢者見守りロボット：超高感度人感セン
サーを活用して日常生活をモニタリングすること
により、高齢者の生活の見守りや運動機能の把
握をするロボット
　　レーダーライト：LED照明機器に内蔵された
レーダーが使用者との距離変化や動きを測定
し、転倒やしゃがみこみ等容態の急変を捉えて
警報を出すロボット

沖電気工業
（株）
(株)　CQ-S
ネット

経済産業省
福祉用具実
用化開発推
進事業

拡充

特区内の機関が参加して地域協議
会が認める生活支援ロボット（福祉
用具）関連の研究開発事業に対する
優先枠を創設する。

経済産業省商
務情報政策局
医療・福祉機
器産業室
（合）製造産業
局産業機械課

福祉用具実用
化開発推進事
業
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